
 

 

 

 

 

食品の「消費期限」、「賞味期限」を設定するために必要な情報をご提供

します。 
＊食品の期限設定を行うのは食品事業者の責任となります。 

 

 

食品の品質に影響を与える項目について確認します。 

・試験(検査)する食品の情報（分類、使用原材料、商品の形態等） 

・保存条件（特に保存温度）、製造工程での管理状況 

・設定しようとする消費期限または賞味期限 

・評価基準（法的基準、業界基準等）、過去の分析値（栄養成分分析、微生物試験等） 

 

 
 

＜試験項目の選定＞ 試験対象、保存条件等に応じて下記項目からご提案します。 

①  微生物試験項目：「消費期限」の設定の場合重要な項目です。 

主な微生物試験項目 目  的 試験対象食品 

一般細菌数 食品の衛生学的品質を評価する衛生指標菌 食品全般 

大腸菌群 
環境衛生上の汚染指標菌、 

食品の品質を評価する衛生指標菌 
食品全般 

黄色ブドウ球菌 食中毒菌、人の手指・鼻・髪の毛などにも存在 弁当、調理パン等 

大腸菌（E. coli） 糞便汚染の指標菌、人や動物の腸管内に存在 食品全般 

カビ・酵母（真菌） 食品製造・保管環境の確認 
菓子・ナッツ等、 

発酵製品等 

セレウス菌 
自然環境に広く存在、熱や乾燥に対して非常に強い

（芽胞形成菌） 

 

食品全般 

 

腸炎ビブリオ 
魚介類から高率に検出される食中毒菌、 

増殖速度が速いので注意が必要 
魚介類等 

サルモネラ菌 鶏卵、食肉、乳製品等から高率に検出される食中毒菌 
鶏卵、食肉、 

乳製品等 

好気性芽胞形成菌 
加熱食材の腐敗・汚染指標 

（酸素がある状態で生育しうる耐熱菌） 
レトルト食品等 

嫌気性芽胞形成菌 
加熱食材の腐敗・汚染指標 

（酸素がない状態で生育しうる耐熱菌） 
レトルト食品等 

 

②  理化学試験項目：特に油脂を多く含む食品は、油脂の酸化状況を検査する必要

があります。また、水分活性や水分、糖度などは微生物の繁殖と密接な関係が

あります。 

 

 

 

 

 ③ 官能検査項目：色沢、味、香り、食感等の項目を検査することにより、商品 

価値の有無を判定します。 
 

 

水分活性、水分、ｐＨ、酸価、過酸化物価、揮発性塩基窒素（ＶＢＮ）、酸度、 

沈殿・混濁物、ビタミン類、色度（色差）、ゲル強度、粘度、臭気（香気） 

ＳＴＥＰ１ 事前確認 

ＳＴＥＰ２ 試験(検査)項目の選定、試験(検査)方法の設定 

主な試験項目 
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 ＜試験(検査)方法の設定＞ 

 ① 保存期間の設定            ② 保存条件の設定 

 

 

 

 

 
 

③ 試験(検査)回数の設定 

 

 

 

 

 

 

 試験は、販売形態の製品を用いて実施します。 

 ・同日製造分から必要な数量を抜き取り、設定した条件で保存し、設定した経過日

数毎に試験(検査)を実施します。 

 ・試験結果を報告書として取りまとめるとともに、具体的な期限の設定に関するア

ドバイスを行います。 

 

保存試験(検査)に必要な食品数 ＝ 試験(検査)の回数 × １回あたりの試験(検査)数 
 

※１回あたりの試験(検査)を複数検体とすることで精度の向上が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＴＥＰ３ 試験(検査)の実施、結果

評価 

 

設定しようとする期限の 1.3～1.5倍程度の期間で

保存期間を設定します。 
 

※「食品期限表示の設定ためのガイドライン」において、  食

品の特性に応じた安全係数（１未満）を設定するように提案

されていることを考慮しています。 

 

設定しようとする温度に設定して試験(検

査)を実施します。 

また、可能な限り環境条件を通常の保存条

件に合わせて試験(検査)を実施します。 

 

予想される品質の劣化速度を考慮して設定します。 

 消費期限：保存期間内のほぼ毎日実施 

 賞味期限：適時実施 

 

◎ 保存試験結果と期限設定の例 
 

 豆腐の消費期限設定のための保存試験結果 
 

試験項目 製造日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 

一般細菌数 2,000 6,200 8,000 13,000 600,000 1,100,000 

大腸菌 

（E. coli） 
陰性 陰性 陰性 陰性 陰性 陽性 

 

※ 黄色の箇所が不適と判定した項目です。 

※「新潟県の食品の指導基準」では、一般細菌数は 10 万以下（1g あたり）となっています。 
 

上記の結果から可食期間が４日と判断されます。 

 → 消費期限は、４日 × 安全係数０．８ ＝ ３．２ 

 期限表示は３日と設定できます。 
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T E L ： 025-543-7664        F A X ： 025-543-7882 
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